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序     文 
 

インドネシア共和国の経済が持続的成長を達成するためには、投資環境改善による外国直接

投資促進とともに輸出促進が求められています。同国の国家中期開発計画においても、非石油

ガス輸出の向上は重要施策として講じられており、輸出競争力強化を目的とした輸出振興施策

の実施が経済成長の牽引のために重要とされています。 

このような状況のなかにおいて、インドネシア共和国商業省輸出振興庁（National Agency for 
Export Development：NAFED）は、輸出振興施策の策定機能が十分ではなく、同庁の戦略や指

針が明確でないことや、輸出振興の対象となる民間企業（中小企業等）のニーズに応えるサー

ビスの提供が不十分であることなどが指摘されています。輸出競争力の強化という大きな命題

に向けて、NAFED の機能強化は喫緊の課題ですが、現在、商業省においては、国家中期開発

計画も踏まえ、貿易研究開発庁を中心に当国輸出開発計画となる「National Export Development 
Plan」を策定中であり、NAFED はこの戦略計画に沿って、組織の強化及び政策策定能力の向上

を図ることを計画しており、その計画実施に向けたマスタープランの作成を目的とした開発調

査の要請が 2006 年度要望調査にてわが国に対してなされました。 

2003 年 3 月には、NAFED の組織強化及び政策策定能力の向上を図るための効果的な案件形

成及び実施のために必要な情報収集及び分析を行うことを目的としてプロジェクト形成調査

を実施しました。また、今次事前調査団の派遣においては、要請背景の確認、調査範囲の確認、

本格調査内容の検討を行ったうえで、S/W（Scope of Work）及びミニッツ（M/M）に取りまと

め、署名・交換を行いました。 

本報告書は、同調査団の調査結果を取りまとめたものです。この場をお借りして、調査団派

遣にご協力いただいた日本・インドネシア共和国両国の関係各位に対し、深甚なる謝意を表す

とともに、今後のプロジェクトの実施にあたり、引き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げ

ます。 

 

平成 18 年 7 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

経済開発部長 佐々木 弘 
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第１章 調査団の概要 
 

１－１ 調査の背景 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の経済が持続的成長を達成するため

には、投資環境改善による外国直接投資促進とともに輸出促進が求められている。国家中期開

発計画においても、非石油ガス輸出の向上は重要施策として講じられており、輸出競争力強化

を目的とした輸出振興施策の実施が経済成長の牽引のために重要としている。 

商業省輸出振興庁（National Agency for Export Development：NAFED1）は、輸出振興施策の

策定機能が十分ではなく、同庁の戦略や指針が明確でないことや、輸出振興の対象となる民間

企業（中小企業等）のニーズに応えるサービスの提供が不十分であることなどが指摘されてい

る。輸出競争力の強化という大きな命題に向けて、NAFED の機能強化は喫緊の課題である。

現在、商業省においては、国家中期開発計画も踏まえ、貿易研究開発庁を中心に当国輸出開発

計画となる「National Export Development Plan」を策定中であり、NAFED はこの戦略計画に沿

って、組織の強化及び政策策定能力の向上を図ることを計画しており、その計画実施に向けた

にマスタープランの作成を目的とした開発調査の要請が 2006 年度要望調査にてわが国に対し

てなされた。 

2006 年 3 月には、NAFED の組織強化及び政策策定能力の向上を図るための効果的な案件形

成及び実施のために必要な情報収集及び分析を行うことを目的としてプロジェクト形成調査

を実施した。今次事前調査においては、要請背景の確認、調査範囲の確認、本格調査内容の検

討を行ったうえで、S/W（Scope of Work）案、ミニッツ（M/M）案について商業省輸出振興庁

（NAFED）と協議を行い署名交換を行う。 

 

１－２ 調査の目的 

要請背景の確認、調査範囲の確認、本格調査内容の検討を行い、S/W、M/M についてと協議

を行い署名交換を行うことを目的とする。 

 

１－３ 団員構成 

（１）総括/団長 JICA 経済開発部 第一グループ 貿易・投資・観光チーム長 永江 勉 

（２）輸出振興 JICA 国際総合研修所 嘱託 本間 徹 

（３）協力計画 JICA 経済開発部 第一グループ 貿易・投資・観光チーム 木下 康光 

 

                             
1 インドネシア名は Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) 
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１－４ 調査日程 

日順 月日 曜日 団長・輸出振興・協力計画 

      AM PM 
1 28-Jun 水 JL725 成田発 11:25  ジャカルタ着 16:50 

2 29-Jun 木 

JICA インドネシア事務所打合せ  
在インドネシア日本国大使館打

合せ  

JETRO ジャカルタセンター打合

せ、国家開発企画庁（BAPPENAS）
打合せ  
NAFED 打合せ  

3 30-Jun 金 NAFED と S/W 協議  NAFED と S/W 協議  
4 1-Jul 土 資料整理、S/W（案）、M/M（案）準備 

5 2-Jul 日 資料整理 

6 3-Jul 月 S/W 協議  S/W 協議  

7 4-Jul 火 

S/W 署名  
JICA インドネシア事務所、在イン

ドネシア日本国大使館報告 

JL726 ジャカルタ発 22:35 

8 5-Jul 水 成田着 7：30  

 

１－５ 主要面談者 

＜インドネシア側＞ 

（１）National Development Planning Agency（BAPPENAS）  
Mr. Tb.A.Choesni Directorate for Trade, Investment, and International 

Economic Cooperation 
Dr. Amalia Adininggar Widyasanti Deputy Director for Trade 

 

（２）Ministry of Trade  
Mr. Suhartono Head of Planning Bureau 
Ms. Hj.Kusni Pangestuti Head of Foreign Aid Division 
Mr. Djunari I. Waskito Head of Legal Affairs Bureau 

 

（３）National Agency for Export Development（NAFED）  
Ms. Hesti Indah Kresnarini Secretary 
Mr. Rahayubudi Diredtor of Center for Export Information Service 
Mr. Ari Satria Head of Program Sub Division 

 

（４）貿易研修センター（Indonesia Export Training Center：IETC）  
Mr. Maulani Deputy Director for Promotion and Cooperation 
Ms. Chanorini Mestika Dewi Staff 
 

＜日本側＞ 

（１）在インドネシア日本国大使館 

安良岡 武 一等書記官 
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（２）JETRO ジャカルタセンター 

今清水 浩介 所 長  
桑山 広司 副所長  

 

（３）インドネシア貿易省 

安藤 寿雄 専門家 

 

（４）インドネシア地方貿易研修・振興センター（RETPC）プロジェクト 

朝倉 俊雄 チーフアドバイザー  
甲村 昌二 専門家（輸出振興）  
森永 昭彦 プロジェクト調整員  

 

（５）BAPPENAS 
青木 利道 専門家  

 
（６）JICA インドネシア事務所 

戸塚 眞治 次 長 

村上 秀樹 所 員  
立松 信吾 所 員  
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第２章 本格調査合意事項 
 

２－１ 調査目的 

NAFED の機能強化/サービス改善のためのマスタープランを策定すること 

 

２－２ 調査対象地域 

東ジャワ、西ジャワ、中央ジャワ、南スラウェシ、北スマトラ等の各州 

 

２－３ 調査内容 

（１）情報収集 

（２）基礎調査 

◆NAFED の現況（輸出促進政策、各種サービスの現状、ユーザーの評価） 

◆インドネシアの他輸出促進関連機関との関係（州政府との関係を含む） 

◆他アジア諸国輸出促進関連機関のケーススタディ（豪州、日本、韓国、タイ、マレーシ

ア等を想定） 

（３）マスタープラン策定 

◆NAFED 機能強化（輸出促進戦略、人材開発 

◆マーケット情報提供、製品開発、輸出振興各々サービス改善に係るアクションプラン策

定 

〔「製品開発」に関して NAFED が提供するサービスとは、中小輸出業者の輸出製品に付

加価値をつける（ブランド力を高めること：市場調査力の改善、デザイン、パッケージ

の改善の提案等）ことであるが、工業省が実施する技術的側面からみた企業の「製品開

発」サポートの役割と協調し、相乗効果としてインドネシア製品の輸出競争力を高める

ことが重要〕 

（４）パイロットプロジェクト実施 

◆マスタープラン（ドラフト）のなかで策定されたアクションプラン〔上記（３）分野〕

からいくつかのプロジェクトを抽出し実施する。 

◆プロジェクトは各々が単独で実施されるものではなく、相互に関係があり相乗効果が期

待できるプロジェクトを選択すべきである。 

（５）最終報告書作成 

 

２－４ 調査期間 

2006 年 11 月～2008 年８月（予定） 
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第３章 インドネシアの輸出振興の現状 
 

３－１ 経済環境と輸出の現状 

アジア経済危機（1997～1998 年）において も打撃を受けたインドネシアは、国際通貨基金

（IMF）の経済改革プログラムを受け入れ各種改革に取り組み、マクロ経済の安定化をほぼ達

成した。インドネシア政府は、経済担当調整大臣府を中心に経済政策パッケージを作成し、2003

年 12 月 IMF プログラムから卒業した。しかし、外国直接投資（FDI）は依然低水準であり、経

済危機前ピーク（1995 年に 397 億米ドル）の 3 割程度に低迷、投資危機ともいわれる状況とな

っている。民間消費に支えられた経済構造では、経済成長は年４％前後の緩やかなものにとど

まる。10％前後に達する失業率を改善し、さらに年間 250 万人といわれる新規労働力を吸収す

るためには、 低 6％程度の成長を継続的に達成することが必要であり、そのためには民間セ

クター主導による持続的な成長をめざすことが求められる。2004 年 10 月にビジネス指向の強

いユドヨノ新政権が発足し、民間投資を巡る環境は好転しつつあり、マクロ経済も引き続き安

定に推移し、2005 年も当初 6.0％の経済成長達成を見込める状況であったが、世界的な原油価

格高騰に伴い燃料補助金の財政への圧迫が極限に達し、2005 年には 2 回の値上げ、特に 2 回目

の 10 月には 100％を超える大幅な燃料価格値上げを余儀なくされた。この結果、急速なインフ

レ及びルピア安を招き、結局 2005 年は通年で成長率 5.6％となり、また、消費者物価上昇率は

17％に跳ね上がった。この流れは 2006 年になっても継続しているところである。 

投資とともに民間セクターの牽引役の両輪をなす貿易については、輸出が経済危機後の早い

段階にルピア安を背景として危機前の水準を回復した。2005 年には 19.5％と大幅増の 856 億

米ドルを計上して、過去 高を更新した。2005 年の輸出実績では、非石油ガス輸出が 18.5％

であるのに対し、石油ガス輸出は原油価格高騰を反映して 23.0％の増加となっている。原油の

純輸入国に転じたインドネシアでは、原油価格高騰は輸入額に大きく影響しており、2005 年度

の輸入は、石油製品（79.6％増）等によって、全体で 23.7％の増加を記録し、やはり過去 高

を更新した。輸出は 2006 年度に入っても引き続き堅調で、第 1 四半期は前年同期比 12.5％増

の水準となっているが、非石油ガス輸出は 10.7％であり、ここでも原油高騰による石油ガス輸

出（18.7％増）の影響が大きい。 

非石油ガス製品の主な輸出先（2005 年）は、EU（シェア 11.9％）、日本（同 11.2％）、米国

（同 11.1％）が拮抗しており、これにシンガポール（同 8.3％）、中国（同 4.6％）を加えた上

位 5 ヵ国・地域で、輸出総額の約 6 割を占めている。また、輸出品目別では、石油ガスに加え、

非石油ガス部門でも、鉱物性燃料（石炭等）が 54.6％増、鉱石・スラグ・灰（銅鉱石等）が

85.1％増と、世界的な資源価格高騰の恩恵を受けている面が大きい。他方、木材、ゴム、繊維

等は減少している。中国及び近隣諸国との競争も一層激化しており、輸出先の多角化、輸出品

目の多様化という観点も含め、輸出競争力の強化、輸出振興体制の強化は喫緊の課題といえる。 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
実質経済成長率(%) 4.9 -13.2 0.3 4.9 3.8 4.3 4.9 5.1 5.6
消費者物価上昇率(%) 11.1 77.6 2.0 9.4 12.6 10.0 5.1 6.4 17.1
輸出(FOB)(百万US$) 53,444 48,848 48,665 62,124 56,321 57,159 61,058 71,585 85,566
　同前年度比伸び率(%) 7.3 -8.6 -0.4 27.7 -9.3 1.5 6.8 17.2 19.5
うち非石油ガス輸出(同) 41,821 40,975 38,873 47,757 43,685 45,046 47,407 55,939 66,317
　同前年度比伸び率(%) 9.8 -2.0 -5.1 22.9 -8.5 3.1 5.2 18.0 18.6
非石油ガス輸出比率 78.3 83.9 79.9 76.9 77.6 78.8 77.6 78.1 77.5
輸入（CIF）(百万US$) 41,680 27,337 24,003 33,515 30,962 31,289 32,551 46,525 57,547
　同前年度比伸び率(%) -2.9 -34.4 -12.2 39.6 -7.6 1.1 4.0 42.9 23.7
（出所）中央統計局（BPS）、ジェトロ･ジャカルタ･センター、ジャカルタ・ジャパン・クラブ

　　　図３－１．主な経済指標（経済成長、消費者物価） 図３－２．貿易動向
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表３－１ 主要関連経済指標の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中央統計局（BPS）、JETRO、ジャカルタセンター、ジャカルタ・ジャパン・クラブ 

図３－１ 主な経済指（経済成長、消費者物価） 図３－２ 貿易動向 
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３－２ 輸出振興政策 

インドネシアにおける輸出振興政策については、2005 年に策定された国家中期開発計画を基

本に、これを基本にした商業省中期計画、輸出開発計画、NAFED 改革プラン等が策定済み、

又は策定中である。 

これらの体系及び概況は次のとおりである2。 

①BAPPENAS 国家中期開発計画（RPJM）（2005 年初策定済み） 

→②商業省中期戦略計画（RENSTRA）（2005 年央策定済み） 

→③輸出開発計画（National Export Development Plan）（未了） 

→④NAFED 改革プラン（NAFED が 2006 年第 1 四半期に大臣に提出済み、回答

待ち） 

このうち、①②について、概要は以下のとおりである。 

 

 ３－２－１ RPJM 

2004 年 10 月に発足したユドヨノ新政権は、BAPPENAS を中心に 2005 年 1 月、「中期開発

計画（RPJM）（2004～2009 年）」を策定した。数値目標として、経済成長率を 5.5％（2005

年）から 7.6％（2009 年）に引き揚げ、５年間の平均成長率を 6.6％と見込み、これにより、

2009 年に完全失業率を 5.1％まで減少させるとしている。 

前政権までの国家開発基本計画であった「国家開発計画（PROPENAS）（2000～2004 年）」

に代わり策定された RPJM では、開発の目的・方向性として、 

  （１）安全で平和なインドネシアの構築 

  （２）公正で民主的なインドネシアの構築 

  （３）国民福祉の向上（繁栄したインドネシアの創造と経済社会政策及びプログラム） 

の３点に集約して主要課題を示している。 

このうち、輸出振興に関連するのは、（3）「国民福祉の向上」であり、このなかで「非石

油・ガス投資・輸出の向上」が 1 章を割いて示されている（第 17 章）。このほか、「製造業

の競争力向上」「協同組合及び零細・中小企業のエンパワーメント」等の章も関連が深い。 

RPJM では、輸出について、経済危機以降、まだ 大限のパフォーマンスを発揮していな

いと位置づけている。輸出成長は 3％であり、経済危機前の 16％と比較し下落、特に以前の

有料産品であったアブラヤシ、家具、靴などの成長率が低く、また、より高度な技術を有す

る輸出品の貢献がまだ低いとしている。さらに、世界市場におけるインドネシアの輸出シェ

アは 0.81％→0.84％に微増したものの、アジア他国との競争激化により、石油ガスを除く主

要 30 産品の輸出シェアは減少、と指摘している。これらの見方は、本章冒頭に見た輸出額

過去 高等の表面的な好調さとは裏腹に、実質的な競争力強化や輸出振興には、多くの改善

余地があると、警鐘を鳴らしているものともいえる。 

RPJM では更に、輸出パフォーマンス低下を招いた 8 つの問題点として次の事項をあげて

いる。 

  （１）高コスト経済：汚職、権限乱用、法的事業環境の不備、規制と実施の一貫性の欠如

                             
2 ①RPJM 及び②RENSTRA については、JICA インドネシア事務所で仮和訳を 2005 年に作成、また、④NAFED 改革プランについて

は、同様に仮英訳を 2006 年に作成しており、本稿ではこれらを参照した。 
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等 

  （２）実質実行為替レートの上昇：近隣諸国比較で上昇、相対的な競争力が低下 

  （３）特定市場への輸出依存：主要 3 ヵ国（米国、日本、シンガポール）への依存度が

42％（10 年以上変化なし） 

  （４）特定品目への輸出依存：低付加価値製品を中心とした主要 20 品への依存度が 61％

（2003 年） 

  （５）非関税障壁の増加：環境問題（エコラベル等）、児童労働問題、テロ対策検査強化、

食品品質検査強化等、輸出先での規制強化 

  （６）中小輸出業者に対する支援不足：人材能力・情報アクセス改善へのインセンティブ・

便宜供与不足 

  （７）インフラの限界と質の低下：道路、港湾、空港、電気、通信等（特に港湾の低効率） 

  （８）国内の集荷・配送網システムの脆弱さ：集荷・小売・卸の 3 レベルの流通システム

の統合性の欠如 

こうした分析の下、第 17 章では、５つの開発プログラムの１つとして、「輸出競争力と貿

易システム効率化の向上」をあげている（他の４つは、税・通関改革、投資環境改善、イン

フラ能力・サービス効率化開発、観光競争力向上）。さらに、「輸出競争力と貿易システム効

率化の向上」プログラムを構成する要素として、 

  ① 国家標準化開発プログラム、 

  ② 輸出向上・振興プログラム、 

  ③ 国際貿易協力向上プログラム、 

  ④ 事業競争プログラム、 

  ⑤ 消費者保護と貿易保護プログラム、 

  ⑥ 国内貿易効率化向上プログラム、 

  の６プログラムを策定している。 

このうち、②「輸出向上・振興プログラム」については、経済成長を牽引するためのイン

ドネシア製品の国際競争力向上、モノ・サービスの輸出の役割の向上を目的として、目的達

成のための主な活動を次のように示している。 

  （１）貿易相手との特恵利用を含む輸出成熟化戦略の策定による輸出パフォーマンスの向

上 

  （２）関連機関との間と産業界における輸出政策の調和 

  （３）在外に展開している貿易促進センター（ITPC）の輸出業者の需要に見合ったサービ

スの持続的な質の向上、輸出市場潜在性に応じた貿易相手国・地域への ITPC の新規開

設、地方輸出促進機関（RETPC が想定される）の強化 

  （４）輸出業者・潜在的輸出業者へのサービスの質の向上 

  （５）潜在的輸出品である農産物、水産物、工業製品の品質向上の促進 

  （６）輸出入手続き簡素化による規制緩和・脱官僚主義の継続 

  （７）輸出入製品試験機関の能力強化 

  （８）実業界（特に中小輸出企業）の需要に応える輸出入情報網の向上 

  （９）輸出金融による輸出入促進開発と実施 
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 ３－２－２ 商業省「中期戦略計画（RENSTRA）（2004～2009 年）」 

RPJM の策定に伴い、商業省も RENSTRA を 2005 年央に策定した。基本的に RPJM を踏襲

した内容になっており、幅広い省内各機関それぞれの存在意義を表すためにも、かなり網羅

的になっている。短期の戦略としては、 

  （１）高コスト経済の抑制 

  （２）物流効率の向上 

  （３）輸出競争力の強化 

  （４）製造業等優先分野の支援 

の 4 点をあげ、中期的には、（1）競争優位のある製品開発、（2）投資環境整備・投資誘致

を掲げている。 

REBSTRA では RPJM 同様の数値目標を掲げている。経済成長率の目標達成は、特に投資

と非石油ガス輸出の向上を通じた民間セクターの役割増大、その前提となる健全な事業環境

の創造が必要としている。投資については、民間投資（対 GDP 比）を、2004 年の 16.0％か

ら 2009 年に 24.4％へ、政府投資（対 GDP 比）を 2004 年の 3.4％から 2009 年に 4.1％に引

き上げるという目標を設定している。また、非石油ガス輸出成長率を、2005 年の 5.5％から

2009 年に 8.7％まで引き上げるとともに、輸出製品の多様化、高い技術を必要とする製品へ

の移行を図ることとしている。2004～2009 年の非石油ガス輸出の平均成長率を 7.3％、同輸

入を 10.1％と見込んでいる。 

短期戦略 4 点のうち、第 1 点の「高コスト経済の抑制」に関しては、貿易・商業に係る書

類手続きの簡素化・軽減、透明性の向上、地方条例を含む貿易・商業分野の許認可のリスト

化・見直し等につき言及している。また、第 2 点の「物流効率の向上」に関しては、地方条

例・地方賦課金等の物流の障害の除去、運輸・物流施設の信頼性向上等により、モノ・サー

ビスの流れを円滑化することが述べられている。 

第 3 点の「輸出競争力の強化」は、より直接的に輸出振興に貢献する戦略である。ここで

は、輸出品の多様化（高付加価値化・生産性向上）、伝統的市場への輸出向上、非伝統的市

場（アフリカ・東欧・中南米等）への市場浸透性向上、市場開拓（効果的な輸出振興と貿易

ミッション派遣）に取り組む。地方分権化の時代にあっても、地方が単独で輸出振興を行う

よりも、融合的に調整・実施することが望ましいとしている。そのほか、国境交易の向上、

FTA による市場アクセス向上、関税率調整・貿易ファシリティ完備、税金還付迅速化・許認

可手順簡素化等を実施すべきとしている（これらは輸出振興のための環境整備策といえる）。 

第 4 点の「製造業等優先分野の支援」は、輸出競争力強化の方向性として、今般特に意識

されているものと考えられる。貿易・商業分野（Trade Sector）は、国内市場・輸出市場にお

ける商品開発という観点から、優先分野（製造業、農業、林業、鉱業等）の開発を支援する

立場にある、とする戦略である。このなかで、製造業は特に高い優先度が置かれており、具

体的には、次の点が支援のポイントとしてあげられている。 

①原材料の調達・確保、②製品高付加価値化支援のためのインセンティブ付与、③市場情

報提供、④包装・マーケティング分野の人材・能力向上、⑤外国市場アクセス強化、⑥国際

市場におけるブランド確立、⑦グローバル・マーケティング・ネットワーク構築、⑧国内市

場保護（価格設定、製品向上、輸入規制）、⑨プロモーション／マーケティング開発、⑩関

係者間協力構築（農業、商業、工業の従事者・経営者と貿易業者）、⑪インドネシア国内規
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格（SNI）の導入・監視体制強化、⑫海外の 新企業との同盟関係構築、⑬密輸・不正取引

の撲滅、⑭倉庫設備の向上、⑮国内フランチャイズ・システムの開発・推進。 

 

３－３ NAFED 

 ３－３－１ NAFED の概要 

輸出振興の中核となる NAFED は、商業省の 3 総局 3 庁の一角をなす外局である。商業省

の組織・処置に関する商業大臣令（01/M-DAG/PER/3/2005）によれば、NAFED の職務と機

能は次のとおりである。 

  （１）職務 

○ 国家輸出振興に係る調整と開発の実施 

  （２）機能 

① 国家輸出振興に係る省の政策形成を準備すること 

② 法制度に則り国家輸出振興に係る政策を実施すること 

③ 国家輸出振興に係る標準、規範、ガイドライン、判断基準、手順を形成すること 

④ 国家輸出振興に係る技術指導・評価を提供すること 

⑤ 庁の管理業務を実施すること 

NAFED の組織図は図３－３のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：Application Form（案件要請書）（商業省、2005） 

 

図３－３ NAFED 組織図 
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官房及び 4 センターで構成されており、うち 3 センターが欧米、アジア・オセアニア、

アフリカ・中東という市場地域別の組織になっている。これを機能別に変革するのが、

今回の NAFED 改革の柱のひとつである。また、JICA が継続支援してきた IETC が正式

にエシュロン 2 組織（4 センターと同格）に格上げになり、今後これが反映された組織

図に変更されるものと思われる。 

このほか、NAFED の海外事務所にあたる ITPC が、大阪、ロサンゼルス、ドバイ、ブ

ダペスト、ヨハネスブルグ、サンパウロの 6 ヵ所に設置されており、また、ミラノ、ハ

ンブルグ、ニューヨークの 3 拠点を新設する予定である。さらに今後 20 拠点に増やす

計画要請もある。 

また、JICA と NAFED により 2002 年 7 月～2006 年 6 月まで実施してきた RETPC プ

ロジェクトを通じて、地方 4 拠点（スラバヤ、メダン、マカッサル、バンジャルマシン）

に開設された RETPC は、地方州政府（東ジャワ州、北スマトラ州、南スラウェシ州、

南カリマンタン州）傘下の組織であるが、NAFED は引き続き支援していく立場にあり、

NAFED では RETPC を「Arms of NAFED」と表現している。 

NAFED が提供しているサービスは、次のとおりである3。改革プランで自己分析して

いるように、展示会、貿易ミッションの実施以外に、これといった業務を展開できてい

ないのが課題である。 

   １）輸出振興・促進：①見本市・展示会への出展支援、②貿易ミッションのアレンジ、

③海外市場情報の収集・提供、④海外からの個別引き合い等対応 

   ２）情報提供サービス：①図書室、②ショールーム、③英文月刊誌、④輸出企業ダイレ

クトリー、⑤ウェブサイト 

人員については、NAFED 改革プランに記載されている人材現状分析によれば、2005

年の NAFED の総人員数は 358 名（うち IETC が 83 名）である。学歴別では も多いの

が大卒（S1）で 40.5％を占めている。今後 5 年間で定年退職を迎える世代（50～56 歳）

が全体の 40.2％（実数 144 人）にのぼり、年平均 25 名が定年退職する計算になる。政

府全体で長らく新規雇用が抑えられていたこともあり、また直近でも年間 10～15 名の

新規採用にとどまっているため、人材の補充確保は大きな課題である。 

 

 ３－３－２ NAFED 改革プラン 

NAFED 改革プラン〔Proposal on BPEN Transformation（2005-2009）〕は、実質的に NAFED
長官であった Rhenald Kasali 氏（Daily Executive Coordinator、7 月 1 日辞任）名で出されて

おり、140 ページのプレゼンテーション・スライドからなる、原文インドネシア語（英訳版

あり）の資料である（付属資料参照）。2006 年 1～2 月に商業大臣宛提出済みだが、いまだ反

応がなく、このため改革プランの実施が遅れている。同プランは 4 章から構成されており、

具体的には、第 1 章「イントロダクション」、第 2 章「NAFED の現状（旧様式）の負のイン

パクト」、第 3 章「NAFED の人材分布」、第 4 章「NAFED 改革のブループリント」となって

いる。 

第 1 章のイントロにおいては、経済危機の克服とグローバリゼーションを背景とした貿易

                             
3 輸出振興機関の機能強化プロジェクト形成調査報告書（2006 年）参照。 
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振興機関（TPO4）の重要性、各国において TPO の改革が試みられていることなどが背景と

してあげられている。そのうえで、次のアクションが改革に必要とされている。 

  （１）他国 TPO を参考にしたベンチマーキング 

  （２）NAFED の現状のマッピング 

  （３）NAFED の旧様式と新様式の対比 

  （４）スタッフの洞察力や認識を開花させるためのプログラムづくり 

  （５）（NAFED 改革の）プログラムづくり 

  （６）研修の実施 

  （７）外部関係者へのスタッフの露出 

  また、NAFED 改革の原則を次のように指摘している。 

  （１）エシュロン 2 及び 3 クラスの管理者層によるビジョンの創出及び共有 

  （２）コンセプトの変革（組織文化、モチベーション等） 

  （３）系統的・段階的な変革 

  （４）競争力があり、価値優先的で、グローバルスタンダードなスタッフの育成 

  （５）トップダウンとボトムアップの両面アプローチ 

  （６）リーダーシップ 

さらに、NAFED の現状（旧様式）と、先進的な TPO（新様式）を表３－２のようにまと

めており、NAFED の現状を厳しく赤裸々に指摘している。 

 

表３－２ NAFED の現状（旧様式）と先進的 TPO（新様式） 

 NAFED（旧様式） 先進的 TPO（新様式） 

哲 学 内部主導（供給側主体） 市場主導（需要側主体） 

活動の焦点 貿易展示会・貿易ミッション マッチメーカー、製品開発 

サービスの性質 一般的 輸出者の技量・能力に応じセグメン

ト化 

文化 純官僚的 企業家精神・プロフェッショナル 

組織体系 市場地域別 機能別 

 

続いて、第 2 章においては、上表の NAFED 現状を具体的に指摘している。また、第 3 章

では NAFED の人材の現状分析（教育レベル、年齢、職位等）を行っている（詳細は前述の

とおり）。 

第 4 章においては、NAFED 改革プランを詳細に説明している。図 3-4 は 5 年間の改革工

程を表したものであり、今般の調査においても、説明資料として も多用されていたもので

ある。 

 

                             
4 Trade Promotion Organization。各国の貿易振興機関の一般名称であり、実際の機関名は国により異なる。 
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出所：NAFED 改革プラン（2006） 

 

図３－４ NAFED 改革プラン フェーズマップ 

 

初年度（移行期フェーズ１：旧様式 NAFED の現状確認）→2 年度目（移行期フェーズ２：

新パラダイム）→3 年度目（新組織・文化）→4 年度目（新姿勢）→5 年度目（国際マッチメ

ーカーとしての新しい NAFED）という筋書きであるが、初年度を 2005 年度と想定している

のに対し、現状はまだ当改革プランが正式に認められていないことから、全体としてこの計

画より遅れている。他方、この計画で提言されている活動で予算化されているものは逐次開

始している（特に 2006 年度向け）。 

初年度は、NAFED の現状分析、各国 TPO のベンチマーキング、新様式の考え方の導入等

の実施をめざすとしている。このほか多くのページを割いて説明されているのが、（1）信頼

性のある輸出品（Export Reliable Products）と（2）潜在的な輸出品（Export Potential Products）
の特定であり、具体的には下記のとおりである。 

  （１）信頼性のある輸出品（Export Reliable Products） 

   輸出増に貢献しており、多国籍企業による製品でないもの 

   具体的には、①パームオイル、②家具、③婦人服（スーツ等）、④紳士服（シャツ）、⑤

婦人服（ブラウス等）、⑥合成繊維（Yarn of Synthetic Staple Fibres）、⑦木綿糸、⑧

合成繊維（Synthetic Filament Yarn）、⑨筆記印刷用非コーティング紙、⑩その他紙・

セルロース類、⑪コーティング紙、⑫空気タイヤ、⑬樹脂加工圧縮木材、⑭合板・ベ

ニア板、⑮甲殻類、⑯履物（ゴム・プラスチック・皮製靴底）、⑰履物（ゴム製靴底・

靴上部）、⑱合成繊維織物、⑲木材、⑳ココア豆、（21）コーヒー 

  （２）潜在的な輸出品（Export Potential Products） 

   中小企業製品で NAFED が近年輸出促進に取り組んでおり、輸出期待のあるもの 
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   具体的には、①ハンディクラフト、②魚及び同加工品、③薬草、④皮・皮革製品、⑤

加工食品、⑥宝飾品、⑦エッセンシャルオイル、⑧スパイス、⑨文具（紙以外）、⑩

医療器具 

続いて、2 年度目（2006 年）については、NAFED の中核活動になることが見込まれる新

プログラムとして、次の各プログラムの計画が説明されている。 

  （１）ブランディング：輸出品の高付加価値化が目的。活動として、ワークショップ、普

及活動、輸出フォーラム、専門家活用、輸出製品賞等。 

  （２）マーケット・ベース・クラスター：クラスター選定〔ジョグジャカルタ、マゲタン

（東ジャワ州）、ガルット（西ジャワ州）の３つを選定済み〕、連携体制構築、IETC に

よる研修、専門家の紹介、クラスター振興、相互補完性の紹介、脆弱クラスターの強化

等。 

  （３）市場データ調査分析：データ収集・加工・普及の手法設計、スタッフ研修、対象国・

輸出品の特定、データ収集・解説、データの内外への供給（ウェブサイト等活用）。 

  （４）輸出フォーラム：主要 6 都市（ジャカルタ、バンドン、ジョグジャカルタ/ソロ/ス

マラン、スラバヤ、メダン、マカッサル）で各 6～9 回開催。輸出企業、銀行等 150～300

名を対象。 

  （５）広報・普及：広告、テレビ/ラジオ・トークショー等。 

  （６）NAFED 人材育成：人材マッピング、研修等。 

  3 年度目（2007 年）には、実際の組織変更に入ることを目標とし、市場別から機能別に変

更した新組織図を図３－５のように描いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：NAFED 改革プラン（2006） 

 

図３－５ NAFED 新組織体系（案） 
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組織図にもあるとおり、機能別の主要部門としては、下記が想定されている。 

（１）輸出研修 

  （２）プロモーション・貿易ミッション（このなかをアジア・アフリカ、欧米の市場地域

別に分類） 

（３）輸出ファシリティ（アドバイス、国際協力、マッチメーキング等） 

（４）製品・商標開発（製品開発、ブランド開発、クラスター開発、サービス開発） 

（５）データ情報センター（市場調査、出版、IT・データベース） 

（６）支援部門（管理部門） 

 

このほか、改革プランでは、NAFED 改革を推進する 12 の庁内タスクフォース（Gugus 
Tugas：GT）が説明されている。これらのタスクフォースは既に設置され、部分的に活動を

開始している。各タスクフォースは次のとおりである。 

（１）モニタリング・評価（Monitoring & Evaluation） 

（２）管理・財政（Administration & Finance） 

（３）海外・国内展示会（Overseas & Domestic Exhibition） 

（４）市場情報分析（Market Intelligence） 

（５）輸出促進の特定（Identification of Export Promotion） 

（６）ブランド・商標開発（Brand（Mark） Development） 

（７）クラスター（Cluster） 

（８）普及・広報（Socialization & Public Relations（PR）） 

（９）ベスト輸出企業・グッドデザイン等の表彰制度〔Award〔Best Exporter（Primaniyarta）, 
Good Design（IGDS）etc〕〕 

（10）貿易促進センター間競争・内部人材育成〔Competition among ITPCs（HRD Internal 
Award）〕 

（11）貿易ミッション（Trade Mission） 

（12）データベース・ウェブサイト（Database & Website） 

  なお、改革のキーワードのひとつとして頻出している製品開発事業について、NAFED に

確認したところ、下記のとおりである。 

  製品開発事業とは、NAFED が直接中小企業に対して支援するサービスを提供するものと

のこと。ただし、NAFED が専門知識を有するスタッフを養成・確保するのではなく、コ

ンサルタントを雇用するもの。 

  例えば、台湾の TPO では、デザイン、パッケージング、CI 等に関し、コンサルタントを

雇用して SME を直接支援している（対価徴収又は金融スキームとの抱合せによる）。こう

したサービス提供を NAFED でも実施したいとのこと。 

  デザインやパッケージング等の個別技術は、ローカルコンサルタントを NAFED が雇用

することで対応する予定（2007 年予算で NAFED が申請中）。 

  工業省中小企業総局デザインセンター（PDN）やバリ州デザイン開発機構（DDO）とは、

人的関係も協力実績もあり、こうした観点から協力を求めていきたい。ただし、（工業

省内で十分な位置づけを与えられていないとされる）PDN を NAFED に移籍させるとい

うことはない。 
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  クラスター開発は、製品開発のターゲット（受益者）のひとつとして位置づけている（企

業→クラスター→市場→国等のひとつという意味）。製品開発を通じた支援が、結果的

にクラスター開発に貢献というイメージをもっており、このなかで、NAFED はファシ

リテーターとしての役割を担いたいとしている。 

 

３－４ 他の輸出振興関連機関 

RPJM や RENSTRA における輸出振興政策をみても、NAFED が中核になるとはいえ、商業省

の他部門や、関係省庁の輸出関連部門、地方州政府等、政府側だけでも関連機関は多い。 

商業省内では、輸出振興に必要な貿易制度整備等の観点から、国外貿易総局（Directorate 
General of Foreign Trade：PLN）、国際貿易協力総局（Directorate General of International Trade 
Cooperation：KPI））、商業研究開発庁（Agency for Research and Development of Trade：TREDA）

等が、密接に関連する。 

また商業省外の関係各省でも、管轄する産業産品の輸出支援や、経済・投資・観光と連携し

た輸出促進という観点から、次の各省各部門が関連している。 

  工業省（Ministry of Industry）中小企業総局（Directorate General of Small & Medium 
Industries） 

  海洋水産省（Ministry of Marine Affairs and Fisheries）水産物加工・マーケティング総局

（Directorate General of Fisheries Processing and Marketing） 
  農業省（Ministry of Agriculture）農産物加工・マーケティング総局（Directorate General of 

Processing and Marketing for Agricultural Products）  
  協同組合中小企業国務大臣府（Ministry of Cooperative and SMEs）マーケティング・事業

ネットワーキング担当副大臣府（Deputy Ministry for Marketing and Business Networking） 
  投資調整庁（Investment Coordinating Board：BKPM）投資促進局（Deputy for Investment 

Promotion） 
  文化観光省（Ministry of Culture and Tourism）  
輸出振興に関する省庁間協議母体として、これら関係省庁を集めて、NAFED の提唱で

「Common Secretariat（Sekretariat Bersama）」の設置を進めている（事務局は NAFED）。開始

時期は未定であるが、各省庁に働きかけているところであり、工業省と投資調整庁からは了承

を取り付け済みである。 

民間では、インドネシア商工会議所（KADIN）や地方商工会議所（KADINDA）、ハンディク

ラフト等各業界団体等と関係をもつが、密接に連携しているとは言えない側面も多く、顧客サ

イドにたった NAFED 改革という側面からも改善が求められる。 

アジア各国の TPO とは、「アジア貿易振興フォーラム（ATPF）」を通じて、一定のネットワ

ークを築いている。ATPF は、1987 年に JETRO の提唱により設立された会合で、21 ヵ国・地

域の TPO が参加し、毎年本会議を 1 回実施するとともに、メンバー間の情報交換、共同プロジ

ェクトの実施（研修、共同展示会、セミナー、ウェブサイト等）、ネットワーク強化等を行っ

ている。 
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第４章 団長所感 
 

本件開発調査は、2005 年に策定された RPJM を基に、商業省がインドネシアの輸出振興を図

るために、その実施機関である NAFED の改革に着手したなかで実施が予定されているもので、

「NAFED 改革プラン」のレビューや、その実現可能性の検証、併せて、新たな提言などが期

待されているところ、その意味で時宜を得た協力であるといえる。 

NAFED 改革プランは、本調査団が派遣される前、2006 年初旬に商業大臣宛に提出され、現

在、その最終承認が待たれている段階であるが、実質的には、既に同計画に則り、改革の第 1

段階が実施に移されていることを確認している。具体的には、改革プラン原案の初期段階のロ

ードマップづくりのため、NAFED 内に改革項目ごとに作業タスクを設置し議論が開始されて

いる。本件調査では、同タスクが実質的な C/P となる可能性も高いところ、調査団との緊密な

コミュニケーションを図る体制づくりが肝要である。 

インドネシアの輸出振興については、実施機関として設立されている機関は NAFED が唯一

独立した機関となっているが、農産物などの輸出産品については農業省輸出振興担当局が所管

しているなど、輸出産品のカテゴリーごとに複数の省庁も関係してくることから、これらの省

庁の輸出振興実施状況に係る現状についても調査・分析し、それぞれのデマケや連携方法につ

いても検討することは、今後の NAEFD のあり方を検討する際に重要と考えられる。 

NAFED は輸出振興のための国家レベルでの実施機関であるが、地方分権化の進行していく

なか、地方レベルでの輸出振興の指導的な役割、併せて、地方政府との連携のあり方も、マス

タープラン策定では重要な位置づけを占めるところ、本調査では地方政府関係部署との意見交

換も必要である。特に、先に終了した「地方貿易研修・振興センタープロジェクト」の現状や、

成果を分析し、地方における輸出振興のあり方についても「地方政府との効果的な連携」とい

った視点で、十分に分析する必要があろう。 

BAPPENAS 訪問の際に、NAFED 改革について意見交換した際に、NAFED が、2007 年中に

ITPC を増やし、今後 20 ヵ所（国）に展開する計画をもっている（予算要求がなされたものと

思われる）との説明がなされた。本調査では、国内のみならず、このような海外拠点からの効

率的な情報収集や情報処理の体制整備にかかる提言も必要とされるものと思料される。 

冒頭記述したように、本調査は既に実質的に開始されている NAEFD 改革プランへの「提

言」・「助言」・「改革内容の検証」としても位置づけられることから、同改革の進捗に合わせタ

イムリーに成果を出していくことが、同改革をより実効性を高くするものと思料されるところ、

現時点で未締結の口上書の締結を急がせ、早期に調査が開始出来るよう、引き続き関係各機関

へ働きかける必要がある。 
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個別協議議事録（NAFED） 

 

日時： 2006 年 7 月 3 日（月）9:00～12:30 

場所： 商業省輸出振興庁（NAFED）3階 会議室 

先方： Mr. Rahayubudi, Director of Center for Export Information Service, NAFED（商業省 輸出振興

庁輸出情報サービスセンター（CEIS）所長） 

当方： 調査団（永江団長、木下、本間）、安藤専門家（商業省計画局） 

 

1. S/W 案 

 6/30(金)に読み合せ、修正を行った S/W 案につき、微修正した点の確認。 

 

2. M/M 案 

 6/30(金)の協議を踏まえ調査団側で作成した M/M 案を示し、読み合せつつ修正を行い、最終案を作

成。 

 NAFED 内の「Task Force (GT)」は開始済み。他方、「Common Secretariat」は、輸出振興業務に特

化した省庁間協議母体で、開始時期等については未定。各省と協議中であり、投資調整庁と工業省

からは了解取付済みとのこと。M/M 案には、前者のみ記載。 

 C/P 研修については、OJT 導入を NAFED 側が希望。当方としては、受け入れ側の負担もあり、聞き

置くにとどめた。Rahayubudi 氏自身、1990 年頃の商業省研究開発庁在籍時に JICA 個別研修で 1 ヵ

月強の研修（JETRO で 1週間、通産省で 1ヵ月）を経験、その際、通産省で実施された OJT 研修が

非常によかったとのこと。 

 その他、M/M 案について協議の結果、次の事項を修正：(1)改革プランの目的を冒頭に追加。(2)対

象地域を若干修正。(3)他国 TPO の名称を記載。(4)製品開発につき、工業省のクラスター開発・工

業開発の一環であることを明示。(5)Basic Study Stage の期間を若干延長。 
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個別協議議事録（IETC） 

 

日時： 2006 年 7 月 3 日（月）13:45～15:30 

場所： 商業省輸出振興庁・貿易研修センター（IETC: Indonesia Export Training Center） 

先方： Mr. Maulani, Head of Promotion and Cooperation Division, Ms. Chandrini Mestika Dewi, Head of 

Education and Training Program Division 他、計 5名 

当方： 調査団（永江団長、木下団員、本間）、安藤専門家（商業省計画局） 

 

1. 当開発調査関連 

 今年度設置された NAFED 内改革タスクフォースのいくつかには IETC もメンバーとして参画。 

 IETC はビジネスマインドを有した実務部隊として、組織的に業務を行い、また変革を行ってきてお

り、その象徴が一昨年の ISO9001 の認証取得であると自負。 

 2 ヵ月前に、IETC は正式にエシュロン２機関（所長が公務員 2 等級）に昇格しており、Nursal 現所

長（3等級）のタイトルは暫定的に「Coordinator on Duty」となっている。 

 

2. その他 

 東部アフリカ 3ヵ国（ケニア、タンザニア、ウガンダ）に対する貿易研修に係る IETC への協力依頼

について、昨年 11 月の 3ヵ国代表視察団来訪以降の経緯を、永江団長より説明。 

 当初計画のアフリカ人造り協力（AICAD）を核とした協力の立ち上げには今しばらく時間がかかる

が、これとは別に、ケニア輸出振興センター（EPC）を相手として開始された技術協力プロジェク

ト（EPC 輸出研修プロジェクト）から IETC への強い協力依頼があり、今年中に短期ベースで IETC

から第三国専門家を派遣することの可能性について打診したところ、IETC 側は前向きな回答。 

 2 名（センター運営、カリキュラム開発）の派遣（例えば 1 ヵ月程度）が妥当であり、1 名は IETC

内から、もう 1名は IETC 外部講師から第三国専門家を選定可能とのこと。ケニア側プロジェクト期

間（3年間）中、継続して第三国専門家派遣が可能か否かは、IETC 内で計画作成してみるとのこと。

また、可能であれば、RETPC 専門家 OB が同行できるような体制を IETC 側は期待（必要条件では

ない）。なお、現在実施中の来年度要望調査では、昨年度に引き続き、インドネシア側としてもアジ

アアフリカ貿易研修協力の案件要望（PBIS）を提出。 

 このほか、農産物加工研修（国別研修）やマルク復興支援向け研修についても議論後、施設を視察。 



 

 －23－

個別協議議事録（BAPPENAS） 

 

日時： 2006 年 7 月 3 日（月）17:00～18:00 

場所： 国家計画開発庁（BAPPENAS: National Development Planning Agency） 6 階 局長室 

先方： Mr. A. Choesni, Director for Trade, Investment and International Economic Cooperation （貿易･

投資･国際経済協力局長）、Ms. Amalia Adininggar Widyasanti (Winny), Deputy Director for Trade 

（同局・貿易課長）、他 1名 

当方： 調査団（永江団長、木下団員、本間）、青木専門家（BAPPENAS 二国間協力総局） 

 

主な協議内容 

 永江団長より、NAFED からの案件要請書（Application Form）等を用い、概略説明。 

 （昨年の要請以降、当該部門を含む BAPPENAS 内組織再編及び大異動があったためか）要請の経緯

等は、十分把握されていない様子。また、本件が追加採択された旨の通知も、当該部門には回って

きていなかったため、あらためて経緯を説明。 

 NAFED 改革の概要について説明したところ、5年間もかかるのは長すぎる、との反応。当方からは

国家中期計画（5年間）に合わせたものと説明。 

 NAFED からは 2007 年度に ITPC を海外 20 拠点に拡大する計画が出されており、調査のなかでも、

妥当性を評価してほしいとの依頼あり。 

 口上書交換が円滑に行われるよう、フォローを依頼。 



 

 －24－

個別協議議事録（NAFED） 

 

日時： 2006 年 7 月 4 日（火）9:00～10:15 

場所： 商業省輸出振興庁（NAFED）4階 執務室 

先方： Ms. Hesti Indah Kresnarini, Secretary of NAFED（商業省輸出振興庁次長）、Mr. Rahayubudi, Director 

of Center for Export Information Service, NAFED（NAFED 輸出情報サービスセンター（CEIS）

所長） 

当方： 調査団（永江団長、木下団員、本間）、安藤専門家（商業省計画局）、村上所員（JICA 事務所） 

 

主な協議内容 

 先方 Hesti・NAFED 次長、当方永江団長により、当開発調査の Scope of Work (S/W)及び Minutes of 

Meeting (M/M)に署名。 

 これに先立ち、Rahayubudi・CEIS 所長及び調査団から Hesti 次長に経緯及び内容を説明。対象地域

の再確認を行ったほか、NAFED 人材育成計画が重要との認識から、この旨 M/M に追記。 

 なお、S/W には、口上書交換をもって発効と記載。11 月からの開始予定に向けて、双方でフォロー

する旨確認。 
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